
　　総合評価点算出

基準以上

ＦＡＸによる。

不適正

適正

低入札価格調査制度フロー図（総合評価落札方式標準型・簡易型工事）

入札公告

数
値
的
判
断

調査票の提出

開札

失格基準価格以上かつ調査基準価格に満たない入札

日程 入札者 契約執行担当（契約検査課） 工事担当課

落札決定の保留

数値的判断基準による判定

提出期限

通知日

（３日間）

低入札価格調査
実施通知

事後審査書類の提出

受付

低入札価格調査制度に係る調査の
実施に関する通知

審査結果整理

失格

追跡調査

完了検査

基準未満

（調査基準価格未満の全ての入札者について確認）

受付 技術提案審査

失格

各工事費目が市積算の下記比率未満
は失格
・直接工事費75% ・共通仮設費75%
・現場管理費75% ・一般管理費等50%

総合評価落札方式申請
書，確認書類等

入札書，競争入札参加資
格申請書，工事費内訳書
（総括）

低
入
札
価
格
調
査

（中間検査）

内容確認

・調査時の内容と異なる施工
・工事完成時

落札者決定・契約締結

施工管理

入札参加資格事後審査 工事担当部長の審査

提出書類の内容確認
入札調査結果票作成


